
 

 

 今回から「相続手続に欠かせない公的機関等への照会」をシリーズで解説しています。今回は、証券保管振替機構へ登

録済加入者情報の開示請求について解説します。 

1. 制度の概要 

登録済加入者情報の開示請求（以下「開示請求」）は、上場株式等に係る口座が開設されている証券会社、信託銀行等（口

座管理機関）を有料で確認することができる制度です。 

確認できる情報は、上場株式等の口座が開示時点において開設されている証券会社、信託銀行等の一覧で、上場株式等

の銘柄名、取引履歴、保有残高などについてはそれぞれの証券会社に問い合わせることになります。 

● 開示請求によって確認できる情報/できない情報 

確認できる

情報  

① 上場株式等（※1）の口座が開示時点で開設されて

いる証券会社、信託銀行等の一覧 

② 担保の受入れ及び差入れに関する情報 

※1 金融商品取引所に上場されている内国株式、新株予約権、新

株予約権付社債、投資口（REIT）、協同組織金融機関の優先出資、

投資信託受益権（ETF）、受益証券発行信託受益権（JDR）等 

確認できな

い情報 

① 上場株式等の取引履歴、保有残高（※2） 

② 非上場株式等、外国株式等（※3）の口座が開設さ

れている証券会社、信託銀行等の一覧 

※2 上場株式等の保有残高等については、開示請求の結果を基に、

各証券会社、信託銀行等に直接お問い合せください。 

※３ 非上場の投資信託受益権、外国株式、国債、社債等 

相続人等請求分（被相続人の口座を調査する場合）、1件6,050円（税込）が必要です。 

なお、法務局発行の法定相続情報一覧図（原本）を提出する場合は、1,100円（税込）割引されます（令和5年3月

現在）。 

この照会制度を利用することで、被相続人が生前に証券会社に口座を開設し、上場株式等が残されたままの証券会社の

口座の有無の確認に役立ちます。 

 なお、開示請求は、氏名及び住所で検索されるので、戸籍の附票などから現住所だけでなく旧住所も含めて請求するよ

うにします。 

 また、結婚・養子縁組などで姓が変更になっている場合には、現姓だけでなく、旧姓でも請求しなければ確認もれにな

る可能性が考えられます。 
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           相続手続に欠かせない公的機関等への照会  ～証券保管振替機構への照会～  その4 

信託銀行の加入者口座コー

ド番号は、1銘柄ごとに表示さ

れることから、特別口座に保管

されている株式について確認

することができます。 

 信託銀行に電話で問い合わ

せすると、照会した株式以外の

株式がある場合には、信託銀行

から教えてもらうことができ

る信託銀行と、照会した株式に

ついてだけしか回答しない信

託銀行があります。 

 そのため、証券保管振替機構

で照会した加入者口座コード

番号との突合せが必要です。 


